
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
） 

一

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（
青
少
年
課
） 

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
） 

二

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
） 

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
） 

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
整
備
課
） 

二

〇
保
安
林
の
指
定 

（
森
林
整
備
課
） 

三

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
） 

三

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

） 

三

 
教
育
委
員
会

〇
県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

三

〇
県
費
負
担
教
職
員
の
任
免
等
の
内
申
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

四

〇
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

七

公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

　

の
実
施 

 

九

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
九
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ア
チ
ッ
ク
研
究
セ
ン
タ
ー

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

服
部　

勉

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
米
ヶ
袋
一
丁
目
六
番
二－

四
〇
一
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
自
然
環
境
下
に
お
け
る
微
小
生
物
の
動
態
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
有
用
な
科
学
知
識
の
蓄
積
を
図
り
、
科
学
技
術
の
振
興
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

 
二　

指
定
理
由

　

図
書
類
の
内
容
が
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
又
は
著
し
く
自
殺
若
し
く
は
犯
罪
を
誘
発
す
る
た
め
、
青
少

（1）　 平成21年１月23日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2027号　　 
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番　

号
一二三四五六七

種　
　

類

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

書

籍

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

Ｈ
ｉ
ｐ
＆
Ｌ
ｉ
ｐ　

２
月
号

　

０
８
８
７
７－

２

コ
ミ
ッ
ク
ホ
ッ
ト
ミ
ル
ク　

２
月
号

　

１
３
９
４
１－

０
２

愛
の
体
験
Ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ
デ
ラ
ッ
ク
ス　

２
月
号

　

１
１
５
８
５－

２

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
ス
ペ
シ
ャ
ル
ア
ヤ　

２
月
号

　

０
９
６
７
１－

０
２

月
刊
桃
色
Ｂ
Ｕ
Ｎ
Ｂ
Ｕ
Ｎ　

ｖ
ｏ
ｌ�
１
３

　

８
７
４
０
３－

１

漫
画
ナ
ッ
ク
ル
ズ
撃　

ｖ
ｏ
ｌ�
０
９

　

５
１
１
１
５－

２
４

ド
ラ
ッ
グ
の
教
科
書

　

４－

８
８
７
１
８－

８
３
６－

６

発　
　
　

行　
　
　

所

㈱
ワ
ニ
マ
ガ
ジ
ン
社

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

㈱
竹
書
房

㈱
宙
出
版

㈲
国
分
堂

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

㈱
デ
ー
タ
ハ
ウ
ス



年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
二
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

　
二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
三
号

　

県
営
中
田
南
部
地
区
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

登
米
市
役
所
及
び
登
米
市
中
田
総
合
支
所

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
田
尻
第
二
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二

第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日
ま
で
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事

業

所

番

号

〇
四
一
二
七
〇
〇
〇
一
五

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

街
喫
茶
さ
を
り

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
館
下
四

十
七
番

設　

置　

者　

名

特
定
非
営
利
活
動
法
人
黒
川

こ
こ
ろ
の
応
援
団

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
年

十
二
月
三
十
一

日

 
認
証 
番
号

六
十
五

八
十
四

百
二
十

品　

目

果
実
等
飲

料ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム

乾
め
ん
類

申
請
者
の
氏
名

 
又

は

名

称

 
あ
さ
ひ
な
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長　

佐
藤

政
悦

ハ
ー
ト
フ
ル
ラ
ン
ド
・

ジ
ャ
ー
ジ
ー
牧
場
株
式
会

社代
表
取
締
役　

佐
藤
秋
広

株
式
会
社
き
ち
み
製
麺

代
表
取
締
役　

吉
見
光
宣

　

製
造
業
者
の
名
称　

又

は

屋

号

 桔
梗
長
兵
衛
商
店

ハ
ー
ト
フ
ル
ラ
ン
ド
・

ジ
ャ
ー
ジ
ー
牧
場
株
式

会
社

株
式
会
社
き
ち
み
製
麺

製
造
所
等
の
所
在
地

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
牛
橋
一

九大
崎
市
田
尻
沼
部
字
道
祖
神
七

八－

三

白
石
市
字
本
町
四
六



三　

縦
覧
場
所

　
　

大
崎
市
役
所
及
び
田
尻
総
合
支
所

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
雄
勝
町
名
振
字
二
枚
畑
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

指
定
の
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
二
枚
畑
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

利
府
岩
切
停
車
場
線

三　

道
路
の
区
域

　
〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

教
育
委
員
会

　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委

員

長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
十
八
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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変　

更　

の　

区　

間

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
大
前
八
七
番
七
地
先
か

ら同
市
同
区
岩
切
字
大
前
九
二
番
一
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

三
三
・
八
〜四
二
・
二

二
六
・
〇
〜四
二
・
二

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

九
一
・
〇

九
一
・
〇

道

路

の

種　
　

類

一
般
国
道

県

道

路　

線　

名

三
百
九
十
八

号中
田
栗
駒
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
荒
神
堂
三
六
番
一
地
先
か
ら

同
市
中
田
町
浅
水
字
田
向
一
二
五
番
地
先
ま
で

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
新
岡
田
一
一
二
番
地
先
か
ら

同
市
中
田
町
浅
水
字
上
川
面
一
四
七
番
二
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

一
月
二
十
六
日

午
前
九
時



　

（
副
校
長
等
）

第
十
八
条
の
二　

学
校
に
副
校
長
、
主
幹
教
諭
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２　

副
校
長
は
、
校
長
を
助
け
、
命
を
受
け
て
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３　

主
幹
教
諭
は
、
校
長
（
副
校
長
を
置
く
学
校
に
あ
つ
て
は
、
校
長
及
び
副
校
長
）
及
び
教
頭
を
助
け
、
命
を
受
け

て
校
務
の
一
部
を
整
理
し
、
並
び
に
児
童
又
は
生
徒
の
教
育
を
つ
か
さ
ど
る
。

　

第
二
十
七
条
の
六
を
第
二
十
七
条
の
七
と
し
、
第
二
十
七
条
の
三
か
ら
第
二
十
七
条
の
五
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
二
十
七
条
の
二
中
「
第
十
九
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
七
条
の
三
と
し
、
第

二
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
主
任
等
の
設
置
の
例
外
）

第
二
十
七
条
の
二　

第
十
九
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
主
任
等
（
以
下
「
主
任
等
」
と
い
う
。）
が
担
当
す
る
校

務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
任
等
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　

別
表
第
二
中
「
南
三
陸
町
立
入
谷
中
学
校
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
費
負
担
教
職
員
の
任
免
等
の
内
申
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

　
　
　

県
費
負
担
教
職
員
の
任
免
等
の
内
申
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
費
負
担
教
職
員
の
任
免
等
の
内
申
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
免
許
状
の
写
し
（
」
の
下
に
「
副
校
長
、」
を
、「
教
頭
」
の
下
に
「
、
主
幹
教
諭
」

を
加
え
、
同
項
第
四
号
ハ
中
「
履
歴
書
」
の
下
に
「（
様
式
第
二
号
）」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１号（第２条関係）

 記　号　番　号　　

 年　　月　　日　　

　　宮城県教育委員会　殿

 〇〇教育委員会　印　　

県費負担教職員　　　内申書

　このことについて，下記のとおり内申します。

記

採用・昇任・転任（転採）・派遣・免職・退職・復職・再任用・兼務・大学院修学休業任 免 の 種 類

 年　　月　　日生
（ 歳）

生年月日
（年齢）

□男
□女性別

氏 名

職 員 番 号

　　　　　　　　　　郡 学　　　　校　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立
　　　　　　　　　　市

勤 務 校 名

内　
　
　
　
　

申

所属所コード

校長 01 ・副校長 15 ・教頭 02 ・主幹教諭 16 ・教諭 30 ・養護教諭 31 ・栄養教諭 37 ・助教諭 33  
・養護助教諭 34 ・講師 32 ・講師（　　　代）49 ・学校栄養職員（技術主幹 46 ・技術主査 56 ・ 
技師 61）・事務職員（副参事 32 ・総括主幹 43 ・主幹 46 ・事務長，主任主査 52 ・主査 56 ・ 
主事 61）・その他の職員（　　　　　　　　　　）

職 名

職 名 コ ー ド

教　�
医　�　　　職給料表 　　　　　級　　　　　号俸（　　　　　　　円）
行　政

給 料 月 額

　　　　年　　　月　　　日発令希望年月日

　　　　　　　　　　郡 学　　　　校　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立
　　　　　　　　　　市

勤 務 校 名

現　
　
　
　
　

在

所属所コード

校長 01 ・副校長 15 ・教頭 02 ・主幹教諭 16 ・教諭 30 ・養護教諭 31 ・栄養教諭 37 ・助教諭 33  
・養護助教諭 34 ・講師 32 ・講師（　　　代）49 ・学校栄養職員（技術主幹 46 ・技術主査 56 ・ 
技師 61）・事務職員（副参事 32 ・総括主幹 43 ・主幹 46 ・事務長，主任主査 52 ・主査 56 ・ 
主事 61）・その他の職員（　　　　　　　　　　）

職 名

職 名 コ ー ド

教　�
医　�　　　職給料表 　　　　　級　　　　　号俸（　　　　　　　円）
行　政

月 額給　

料
　　　　年　　　月　　　日発令年月日

 卒業年月　　　年　　　月卒　　
 修業年限　　　　　　　　年　　最 終 卒 業 学 校

免 許 状（教 科）

内 申 事 由

 （基準学歴）　 （推定年数）　　　
   短大・大学　　　　　　　年　　登載番号（新卒・旧卒・現職）新採用の場合

備　
　
　
　
　
　

考

　　　　　　　　　　から　　　　　　　　　　へ現在校勤務年数　　　　　年　　　月転任（採）の場合

派遣期間　　　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日派 遣 の 場 合

勤務年数　　　　　　　　年　　　月　　　　　　　（教頭　　　　　年）退 職 の 場 合

休職等の期間　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日復 職 の 場 合

配当期間　　　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日代 替 の 場 合

退職（予定）年月日　　　年　　　月　　　日
　常勤（週40時間勤務）　 　短時間勤務（　週24時間勤務　・　週16時間勤務　）再任用の場合

修学休業期間　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日大学院修学休業
の 場 合



　

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
３
号
（
第
２
条
関
係
）

 
記
　
号
　
番
　
号
　
　

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
殿

 
〇
〇
教
育
委
員
会
　
印
　
　

県
費
負
担
教
職
員
　
　
　
内
申
書

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
，
下
記
の
と
お
り
内
申
し
ま
す
。記

分
限
（
降
任
・
免
職
・
休
職
）・
懲
戒
（
戒
告
・
減
給
・
停
職
・
免
職
）

任
免
の
種

類

　
　
（
男
・
女
　
　
　
　
　
歳
）

氏
名

職
員

番
号

処
分
内

容

内　申

地
方
公
務
員
法
　
　
条
　
　
項
　
　
号

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
第
２
条
　
　
号

根
拠

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

発
令
年
月
日

　
　
　
　
　
郡
 

学
　
　
　
　
校
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立

　
　
　
　
　
市

勤
務
校

名

現　　　　　在

所
属
所
コ
ー
ド

校
長
 
01 ・

副
校
長
 
15 ・

教
頭
 
02 ・

主
幹
教
諭
 
16 ・

教
諭
 
30 ・

養
 

護
教
諭
 
31 ・

栄
養
教
諭
 
37 ・

助
教
諭
 
33 ・

養
護
助
教
諭
 
34 ・

講
 

師
 
32 ・

講
師
（
　
代
）
49 ・

学
校
栄
養
職
員
（
技
術
主
幹
 
46 ・

 
技
術
主
査
 
56 ・

技
師
 
61
）
・
事
務
職
員
（
副
参
事
 
32 ・

総
括
主
 

幹
 
43 ・

主
幹
 
46 ・

事
務
長
，
主
任
主
査
 
52 ・

主
査
 
56 ・

主
事
 

61
）
・
そ
の
他
の
職
員
（
　
　
　
　
　
　
　
）

職
名

職
名
コ
ー
ド

教
　
�

医
　
�
　
　
　
職
給
料
表
　
　
　
級
　
　
　
号
俸
（
　
　
　
　
　
　
　
円
）

行
　
政

月
額

給　料
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

発
令
年
月
日

内
申

事
由

          　
　
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
23条
　
　
　
号

給
　
　
与
：
教
育
公
務
員
特
例
法
第
14条

　
　
　
　
　
無
給

休
職
の
場
合

備　　　考

病
休
期
間
：
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
～
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

期
　
　
間
：
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
～
　
　
年
　
　
月
　
　
日
（
ま
で
延
長
）

勤
務
年
数
　
　
　
　
年

免
職
の
場
合

（
注
）
内
申
事
由
に
つ
い
て
は
，
休
職
内
申
の
場
合
に
の
み
記
載
す
る
こ
と
。



　

様
式
第
四
号
中
、  

を

 

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

　
　
　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
中 

を 

に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
の
表
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

 

」
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
（
次
期
昇
給
予
定
　
　
・
　
　
・
　
　
）

「

」
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

「

「
宮
城
県
立
盲
学
校

　

宮
城
県
立
ろ
う
学
校

　

宮
城
県
立
船
岡
養
護
学
校

　

宮
城
県
立
養
護
学
校
岩
沼
高
等
学
園

　

宮
城
県
立
養
護
学
校
小
牛
田
高
等
学
園
」

「
宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

　

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

　

宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

　

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園

　

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）
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「

宮
城
県
立
盲
学
校

宮
城
県
立
ろ
う
学
校

宮
城
県
立
ろ
う
学
校
小
牛
田
校

宮
城
県
立
光
明
養
護
学
校

宮
城
県
立
拓
桃
養
護
学
校

宮
城
県
立
西
多
賀
養
護
学
校

宮
城
県
立
石
巻
養
護
学
校

宮
城
県
立
気
仙
沼
養
護
学
校

宮
城
県
立
名
取
養
護
学
校

宮
城
県
立
角
田
養
護
学
校

宮
城
県
立
角
田
養
護
学
校
白
石
校

宮
城
県
立
迫
養
護
学
校

宮
城
県
立
金
成
養
護
学
校

宮
城
県
立
古
川
養
護
学
校

宮
城
県
立
船
岡
養
護
学
校

宮
城
県
立
山
元
養
護
学
校

宮
城
県
立
利
府
養
護
学
校

宮
城
県
立
養
護
学
校
岩
沼
高
等
学
園

宮
城
県
立
養
護
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

」

「

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校
小
牛
田
校

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

宮
城
県
立
拓
桃
支
援
学
校

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校

宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校
白
石
校

宮
城
県
立
迫
支
援
学
校

宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校

宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校

宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

」

学　
　
　
　
　

校　
　
　
　
　

名

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校
小
牛
田
校

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

宮
城
県
立
拓
桃
支
援
学
校

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校

宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校



　

別
表
第
三
第
一
号
の
表
宮
城
県
立
ろ
う
学
校
の
項
中 

を

 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
ろ
う
学
校
小
牛
田
校
の
項
中

 

を 

に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
第
二
号
の
表
宮
城
県
立
盲
学
校
の
項
中 

を

 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
ろ
う
学
校
の
項
中 

を

 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
光
明
養
護
学
校
の
項
中

 

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
西
多
賀
養
護
学

校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立

石
巻
養
護
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
宮 

「

宮
城
県
立
ろ
う
学
校

」

「

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
ろ
う
学
校
小
牛
田
校

」

「

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校
小
牛
田
校

」

「

宮
城
県
立
盲
学
校

」

「

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
ろ
う
学
校

」

「

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
光
明
養
護
学
校

」

「

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
西
多
賀
養
護
学
校

」

「

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
石
巻
養
護
学
校

」

「

宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校

」

城
県
立
気
仙
沼
養
護
学
校
の
項
中 

を 

に

改
め
、
同
表
宮
城
県
立
名
取
養
護
学
校
の
項
中 

を

 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
角
田
養
護
学
校
の
項
中

 

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
迫
養
護
学
校
の

項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
金
成
養
護
学
校

の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
古
川
養

護
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立

船
岡
養
護
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、
同
表
宮

城
県
立
山
元
養
護
学
校
の
項
中 

を 

に
改
め
、

同
表
宮
城
県
立
利
府
養
護
学
校
の
項
中 

を 

に

改
め
、
同
表
宮
城
県
立
養
護
学
校
岩
沼
高
等
学
園
の
項
中 

を

 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
養
護
学
校
小
牛
田
高
等
学
園
の
項
中

「

宮
城
県
立
気
仙
沼
養
護
学
校

」

「

宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
名
取
養
護
学
校

」

「

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
角
田
養
護
学
校

」

「

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
迫
養
護
学
校

」

「

宮
城
県
立
迫
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
金
成
養
護
学
校

」

「

宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
古
川
養
護
学
校

」

「

宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
船
岡
養
護
学
校

」

「

宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
山
元
養
護
学
校

」

「

宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
利
府
養
護
学
校

」

「

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
養
護
学
校
岩
沼
高
等
学
園

」

「

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園

」
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宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校
白
石
校

宮
城
県
立
迫
支
援
学
校

宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校

宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校

宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校



 

を 

に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
第
三
号
の
表
宮
城
県
立
盲
学
校
の
項
中 

を

 

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
ろ
う
学
校
の
項
中 

を

 

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
に
在
学
す
る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
は
、
こ
の
規
則
の
施

行
の
日
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
学
校
の
相
当
の
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
に
な
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

宮
城
県
立
盲
学
校　

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

　

二　

宮
城
県
立
ろ
う
学
校　

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

　

三　

宮
城
県
立
ろ
う
学
校
小
牛
田
校　

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校
小
牛
田
校

　

四　

宮
城
県
立
光
明
養
護
学
校　

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

　

五　

宮
城
県
立
拓
桃
養
護
学
校　

宮
城
県
立
拓
桃
支
援
学
校

　

六　

宮
城
県
立
西
多
賀
養
護
学
校　

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

　

七　

宮
城
県
立
石
巻
養
護
学
校　

宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校

　

八　

宮
城
県
立
気
仙
沼
養
護
学
校　

宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校

　

九　

宮
城
県
立
名
取
養
護
学
校　

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

　

十　

宮
城
県
立
角
田
養
護
学
校　

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

　

十
一　

宮
城
県
立
角
田
養
護
学
校
白
石
校　

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校
白
石
校

　

十
二　

宮
城
県
立
迫
養
護
学
校　

宮
城
県
立
迫
支
援
学
校

　

十
三　

宮
城
県
立
金
成
養
護
学
校　

宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校

　

十
四　

宮
城
県
立
古
川
養
護
学
校　

宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校

　

十
五　

宮
城
県
立
船
岡
養
護
学
校　

宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

「

宮
城
県
立
養
護
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

」

「

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

」

「

宮
城
県
立
盲
学
校

」

「

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
ろ
う
学
校

」

「

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

」

　

十
六　

宮
城
県
立
山
元
養
護
学
校　

宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校

　

十
七　

宮
城
県
立
利
府
養
護
学
校　

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

　

十
八　

宮
城
県
立
養
護
学
校
岩
沼
高
等
学
園　

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園

　

十
九　

宮
城
県
立
養
護
学
校
小
牛
田
高
等
学
園　

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

公
安
委
員
会
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〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
９
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
22条

第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
21年
１
月
23日

宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
藤
�
　
三
郎
助
　
　

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
及
び
実
施
期
日

　
�
　
警
備
業
務
の
区
分

　
　
　
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
１
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

　
�
　
実
施
期
日

　
平
成
21年
２
月
24日
（
火
）
か
ら
平
成
21年
２
月
27日
（
金
）
ま
で
の
４
日
間
（
２
月
24日
か
ら
同
月
26日
ま

で
の
３
日
間
は
、
午
前
９
時
30分
か
ら
午
後
４
時
50分
ま
で
、
同
月
27日
は
、
午
前
９
時
30分
か
ら
午
前
11時
20

分
ま
で
と
し
、
午
前
11時
35分
か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。）

２
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

３
　
受
講
定
員

　
　
40人

４
　
受
講
対
象
者

　
受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
１
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
22条
第
２
項
に
規
定
す
る
警
備

員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
資
格
者
証
」
と
い
う
。）
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備

業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
58年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
７
条
に
規
定
す
る
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
。

　
�
　
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

�
　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
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う
。）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。）

に
係
る
法
第
23条
第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

�
　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と

い
う
。）に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、

継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

�
　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
61年
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備

業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
者

�
　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２

級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号

警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

５
　
受
講
手
続

　
�
　
申
込
み
受
付
期
間

　
平
成
21年
２
月
４
日
（
水
）
か
ら
平
成
21年
２
月
18日
（
水
）
ま
で
（
土
・
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。）
の
10

日
間
（
毎
日
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
00分
ま
で
）。
た
だ
し
、
先
着
順
に
受
け
付
け
、
受
講
定
員
に
達
し
た
場
合

は
、
受
付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

　
�
　
申
込
書
の
提
出
先

　
　
　
宮
城
県
内
の
各
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
�
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通

　
　
イ
　
資
格
者
証
又
は
修
了
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
ウ
　
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面
　
１
通

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
最
近
５
年
間
に
、
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
警

備
業
者
が
作
成
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。）
及
び
履
歴
書

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
２
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１

号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
旧
１
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し

　
　
　
�
　
前
記
４
－
�
に
該
当
す
る
者

　
旧
２
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し
及
び
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年

以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
エ
　
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
は
、
本
人
か
ら
の
委
任
状

　
�
　
受
講
手
数
料

　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年
条
例
第
21号
）
第
２
条
第
１
項
の
表
第
63の
項
に
基
づ
き
、
23,000

円
の
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
既
納
の
受
講
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

６
　
講
習
の
委
託
先

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

７
　
そ
の
他

　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線

3184）


